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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

施 設 の 概 要 
 
１ 施設名 
（愛称名） 下田市立下田保育所 ２ 担当課 

担当係 
学校教育課 
こども育成係 

３ 所在地 下田市４丁目５番 26号 ４ 設置年月 昭和 63年 12月  日 
Ⅳ 安心と安全づくり ともに生きる福祉のまちづくり 児童福祉 

施  策  体  系 保育サービスの充実 保育システムの多様化・弾力

化の推進 
５ 総合計画の 
位置付け 

主  要  事  業 保育所整備事業 保育所の施設・設備の充実 

６ 設置目的 日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける（働いていたり、病気などの理由により）乳児又は幼児

を保育する。 
７ 設置根拠 下田市立保育所条例 

敷地面積  2,747.95㎡ 
建物面積（鉄筋コンクリート）1,066.21㎡ 

施設の概要 認可保育所 
定員  150人 

実 施 事 業 
の  概  要 

保育所における保育（20.4.1） 
０歳児  3人  １歳児  9人  ２歳児 16人 
３歳児 23人  ４歳児 24人  ５歳児 21人   合計 96人 

料
金
区
分 

下田市保育の実施に関する条例施行規則による 
第１階層から第７階層別に徴収基準額設定 
Ｈ18保育料改定済（国の徴収基準の 80％を目途） 
平成 20年度から保育料階層定義変更(税源移譲による所得税率の変更のため) 

主
な
料
金 

 

減
免
内
容 

（保育料の減免） 

第 10 条 市長は特別の事情がある者については，保育料を減免することができる。 
２ 前項の規定により保育料の減免を受けようとする場合は，保育料減免申請書（様

式第８号）により市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，前項の申請があったときはこれを審査し，保育料減免決定（却下）通知
書（様式第９号）により保護者に通知する。 

料 金 体 系 

利用料金制度 □ 有    ; 無 

; 直接運営 
□ 指定管理者制度 → 指定管理者  施 設 運 営 

方     法 
□ 一部委託    → 委託内容  

保育士 調理員 
正職員 臨時 正職員 臨時 

合計 

８ 施設の概要 

直接従事職員 
下田市職員数 
 
平成20年4月１日現在 9人 6人 1人 2人 18人 

下田市所有 公立保育所 6 
民間所有 民間保育所 2 ９ 市 内 の 

類似施設 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

 
取得費及び財源内訳 平成 19年度末残高 

土地取得費（起債） 145,410,407 土地残高  
建物取得費 217,946,000 建物減価償却後残高 132,931,603 
財源内訳  

国・県支出金 87,067,000 
減価償却費算定217,946,000円÷47年 
年間償却額 → 4,637,148円/年間 

市債 79,400,000 市債残高 6,667,529 
一般財源    

 

寄附金等    

10 取得費等 
の情報 

（単位：円） 

物品( ＊万円以上)  物品減価償却後残高  

（備考） 
減価償却の方法 
・ 定額法 
・ 残存価格：1円 
・ 新設翌年度か                      

ら償却 
・ 耐用年数 47年 
・s63.12～h47.11 
 

区    分 H17年度決算 H18年度決算 H19年度決算 H20年度予算 
収

入 保育料 23,211,834 23,521,900 24,480,050 21,251,000 

収 入 合 計 23,212,834 23,521,900 24,480,050 21,251,000 
     
１節 報酬 162,150 162,107 154,111 176,571 
２節 給料 54,752,605 52,718,836 38,358,556 41,893,286 
３節 職員手当等 23,492,703 23,365,854 16,652,533 18,491,571 
４節 共済費 10,938,113 11,668,838 8,568,533 9,923,571 
７節 賃金 14,522,738 12,798,912 14,967,270 17,439,429 
８節 報償費 36,774 33,168 30,983 32,143 
９節 旅費 86,033 99,523 58,678 107,143 
11節 需用費 10,958,512 10,510,066 10,079,810 10,969,7144
12節 役務費 496,586 487,456 493,067 573,429 
13節 委託料 404,637 416,728 450,036 495,857 
14節 使用料 1,416,060 1,374,262 1,473,440 3,099,000 
18節 備品購入費 288,814 274,210 158,744 459,429 

支
出 

19節 負担金補助 159,043 158,621 157,412 164,571 
支 出 合 計 117,714,767 114,031,785 91,603,173 103,825,714 

 
減価償却費 (単位:円) 4,637,148円 4,637,148円 4,637,148円 4,637,148円 
市債利子   (単位:円) 1,136,334円 852,865円 555,481円 243,499円 

 
下田市負担年間総経費 

(単位:円) 95,638,267円 95,999,899円 72,315,752円 87,455,361円 

 

11 年間経費 
等推移 

（単位：円） 

備  考 ○ 人件費は、実額を算出記載（正職員・嘱託職員等の人件費総額） 
 
利用年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 
利用者数 (月平均) 115人 109人 104人 96人 

831,637円/人 822,080円/人 695,344円/人 910,993円/人 
利用状況 

参考：利用単位当た

り市負担額 算出方法：11欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数 
休館日 日曜日  祝日  12月 29日から 1月 3日まで 
使用時間 午前８時から午後４時まで 

12 施設利用
状況等の推移 

  
実施の有無 ☑ 有  { 無 
直近の実施時期 平成 20年 6月 
調査手法 ニーズ調査 

13 利用者 
満足度調査 

調査数  

調
査
結
果 

アンケート実施 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

業 績 評 価 

１ 目標達成度 
区   分 単位 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

利用者数 の目標値 人 150 人 150 人 150 人 150 人 

  〃 の実績 人 115 人 109 人 104 人  
目標達成度 

目標達成度 ％ 76.7％ 72.6％ 69.3％  

□ 成果指標 
選択した指標 

; 成果指標の代替指標 
目標達成度を選定する指標として同指標を選択した理由 

指標選択の理由 
子どもの発達援助、子育て支援、地域の住民や関係機関等との連携、管理運営等いくつか挙げ

られる。保育サービスの目標達成度については，別途評価基準等を作成し評価する必要がある。 

区  分 指   標   名 指 標 の 考 え 方 

  
成果指標 

  

入所児童数(平均)  

指標設定の考え方 

代替指標 
  

（参考） 

活動指標（施設の目的を達成するための具体的な手段におけるそれぞれの達成度合を把握できる指標） 

活動指標 区分 単位 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

目標値      

実績値      目標指標 

 

達成度      

活
動
指
標
① 目標指標

の考え方 

 

目標値      

実績値      目標指標 

 

達成度      

活
動
指
標
② 

目標指標

の考え方 

 

目標値      

実績値      目標指標 

 

達成度      

活
動
指
標
③ 目標指標

の考え方 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

２ 効率性 

区分 説明 単位 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

施設の総利

用者数等① 
 

人 115 人 109 人 104 人 96 人 

円 117,714,767 114,031,785 91,603,173 103,825,714

年間経費② 
施設の事業費・

運営費および人

件費の合計額 11欄の「支出合計」の額を転記記載する。 
効率性 

利用単位当

たり経費 
②÷① 円/人 1,023,606 1,046,163 880,799 1,081,517 

総利用者数等の 
考え方 

施設の総利用総

数等について用

いた指標につい

て記載してくだ

さい。 

 

入所児童数 

備考 

コスト評価項目に

関して留意事項、

補足項目等があれ

ば記載してくださ

い。 

 

年間経費は、公立保育所総経費を、各保

育所の入所児童数で按分。 

 
その他の指標 区分 単位 H17 年度 H18 年度 H19 年度 H20 年度 

目標値      

実績値      目標指数 

 

達成度      

目
標
指
数
① 目標指数 

の考え方 

 

目標値      

実績値      目標指数 

 

達成度      

目
標
指
数
② 目標指数 

の考え方 

 

目標値      

実績値      目標指数 

 

達成度      

目
標
指
数
③ 目標指数 

の考え方 

 

 
区  分 説    明 単位 H17 年度 H18 年度 H19 年度 

①有料部分の

年間経費 
使用料等を徴収する部分の

年間経費 円 117,714,767 114,031,785 91,603,173 

②受益者負担

額 
施設の本来の目的による使

用料等の年間総額 円 23,212,834 23,521,900 24,480,050 

③受益者負担

比率 ②÷① ％ 19.7  20.6 26,7 

④補正受益者

負担額 
減免者より正規の料金を徴

収したと仮定した場合の受

益者負担額 
円 23,212,834 23,521,900 24,480,050 

受益者負担 
の適正性 

⑤補正受益者

負担比率 ④÷① ％ － － － 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

施設の現状分析 
 

判   断   視   点   項   目 施設の状況 
設置目的に沿った利用がされている

か 
児童福祉法第 39 条による保育の実施する認
可保育所であり、設置目的にあった利用がさ

れている。 

住民の福祉の向上に対し、どのよう

に寄与しているか 
随時、保育に欠ける児童を保育している。 

① 施設の設置目的が
時代のニーズに適

合しているか 

将来に亘り必要な施設として住民の

期待を高めていけるか 
市内の好位置にあり、全域より入所児があ

る。今後も保育ニーズに十分応えていける。 
施設の修繕計画はどうなっているの

か 
耐震化は既に実施している。比較的規模の小

さいものは修繕で対応する。 
② 施設が十分に利用

されているか 
施設の運営方法と利用者の情報交換

はどのようにされてきたのか 
各保育所において、定期的に保護者会等情報

交換の場を設けている。 
同様の施設の設置がされているなど

競合していないか 
市内に認可公立保育所４園、民間保育所２

園、公立地域保育所２園が設置されている。 
③ 施設の管理運営主

体が施設の利用目

的から判断して適

切であるか 
民間においても十分可能な施設なの

か 
保育所の民営化については、児童福祉法の改

正により、市町村、社会福祉法人の他、NPO
法人や学校法人、企業等の参入が可能となっ

た。 
しかしながら、民営化が、経費節減のみなら

ず、保護者や住民にとって保育サービスの質

の向上について担保されるものでなければ、

利用者の理解が得られない。 
使用料の算定に当たり実費経費と住

民福祉の向上の比較はどうなのか 
保育料の額については、国の定めた徴収基準

額を基に、家計に与える影響を考慮し、市独

自で軽減率を設定している。 
同種施設との比較、近隣施設との比

較はどうなのか 
・ 平成 18 年度において、保育料収納率は
県平均98.6%に対して98.3%と若干下回
る。 

・ 保育所利用率は 43.8%と県内最高であ
る。（2 位：伊豆市 40.5%、3位：菊川
市 32.9%） 

計画上の利用者数と実際の利用者数

の違いがどうなっているのか 
平成 19年度の実績は、定員 150人に対して
入所者数 104人、充足率 69.3%である。 

施設の耐用年数は何年有るのか 耐用年数 47年 S63建設 残 27年 

施
設
方
向
性
の
判
断
視
点 

④ 使用料、利用者数、
支出額、市負担額

が適正であるか 

施設の今後の維持経費の算定はどう

なのか 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

 
施設の管理運営の経費支出が下田市

の行政経営からして妥当なのか 
保育所運営費(民間保育所経費)と比較して、
施設の管理運営経費は多いが、その主な理由

は人件費である。 

① 施設の管理運営に
係る経費が財政規

模からして適正か 
現行の管理運営を今後も継続してい

くことが適切か 
社会情勢に応じて保育サービスの見直しを

図る。 
② 地域的な施設配置

のバランスは適正

か 

旧町村単位における施設配置の見直

しはされているのか 
定員 150人に対し、入所人員 96人（平成 20
年 4月 1日現在）と余裕がある一方、入所人
員が定員を超える保育所もあり、施設配置の

見直しを要する。 
施設統合が出来る施設の組み合わせ

は有るのか 
施設の統合の是非や組み合わせは今後の検

討課題である。 
老朽化と施設維持の比較から改築廃

止をどう考えていくのか 
園舎は昭和 63 年に建てられたもので、耐用
年数 47年に対し、経過年数 20年である。 
経年劣化はあるものの、修繕で対応可能。耐

震化がなされている施設のため、施設面から

考慮した場合、廃止は考えにくい。 
地域、民間に譲渡できないのか 現行の保育サービスの水準を維持できなく

なる恐れがあるため、地域・民間への譲渡は

考えにくい。 

行
政
規
模
か
ら
の
判
断
視
点 

③ 施設の統廃合が可
能な施設はないの

か 

施設の目的の範囲を拡大することに

より統廃合可能にならないか 
入所人員が 96 名おり、他施設との統合は規
模からして不可能。 

そ
の
他 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

見直しの方策 

評価種別 改善・見直しの方策案 

行政関与の妥当性 保育所は、児童福祉法第 39条により、日々保護者の委託を受けて、保育の

実施する児童福祉施設であり、同法第 24条により、市町村の保育の実施義

務について定められている。 

受益者負担の妥当性 児童福祉法 56条第 3項において、保育の実施に要する保育費用を支弁した

市町村の長は、本人またはその扶養義務者から、家計に与える影響を考慮し

て保育の実施のかかる児童の年齢などに応じて定める額を徴収することが

できると定められている。 

実施主体の妥当性 市に保育の実施義務があること、また、公共性の高いサービスであることか

ら実施主体としては妥当である。 

市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
評
価 廃止・休止・縮小・外部委

託化・民営化などの方向性 

公立保育所施設整備に対する整備費補助については、平成 17年度より廃止

された。当市の財政状況を考慮すると、公立保育所の新築は困難であるため、

今後保育所を新設する場合は、民営化も検討する必要がある。 

利用者数等の目標数値及び

利用者向上策など 

多様な保育サービス（乳幼児・障害児）の提供や延長保育等、質の向上によ

り、利用者の利便性や満足度の向上に努める。 

執行方法の見直しなど効率

化のための目標及び方策 

市内の保育所・幼稚園の統廃合を検討中ではあるが、時期等については未定。 業
績
評
価 

受益者負担の現状及び適正

化のための方策など 

保育料の設定については、国で定める徴収基準額を基に、家計に与える影響

を考慮し、市独自の軽減率を設けている。 

国の動向や、景気動向等を注視し、定期的な見直しを行う。 

ア
ン
ケ

ー
ト
調

査
等 

市民アンケート調査等の結

果 

平日延長保育、休日保育の実施について求められている。 

サービスの迅速性や利便性

など 

緊急・リフレッシュ保育事業を実施している。 

サ
ー
ビ
ス
面
等 

利用者満足度の観点からの

サービス提供の質の改善方

法 

平成 16年度より、提供する福祉サービスの質の向上のため、全保育士を対

象に自己評価を実施している。 

今後は、第三者評価の受審についても検討が必要と思われる。 
 
平成１9年度事業内容及び見直し事項 

事 業 
 

内 容 

 

見直し 
 

事 項 

平成 20年度から保育料階層定義変更(税源移譲による所得税率の変更のため) 
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平成 20年度  施設名（愛称名） 下田市立下田保育所  番号 ５１ 

施設懸案事項 

 
No. 懸案事項 改善経費 備考 
１    
２    
３    
４    
５    
６    
７    
８    
９    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
 

今後の方向性 

今
後
の
方
向
性 

 

□ 充実 

□ 効率化等による見直し 

□ 現状のまま継続等 

□ 縮小等による見直し 

; 統廃合を進める 

（具体的な内容） 
 

 


